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１．地域年金展開事業の概要（1/2）
令和6年7月25日
千葉年金事務所
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地域年金展開事業の主な取り組み
◆公的年金制度の普及・啓発や国民年金保険料収納の向上等のため、関係機関との連携協力のもと『年金制度説明会』や『年金セミ

ナー』、『出張年金相談』等を実施します。
◆また、日本年金機構が取り組む公的年金制度の普及・啓発活動について、都道府県ごとに関係者や有識者からなる『地域年金事業

運営調整会議』を開催し、事業推進の意見や助言を伺います。

年金委員を対象とした研修会の開催や、各種冊子・チラシ等、活動に役立つ情報を提供。年金委員
活動支援事業

公的年金制度の普及・啓発等についての検討や年金事務所が行う事業への意見・助言を行うため、
学識経験者や関係機関等を委員として都道府県単位に設置。

地域年金事業
運営調整会議

・職員が自治体や民間企業、関係団体、自治会等に対して事務担当者や従業員向けの年金制度
説明会を実施。

・市区役所・町村役場の広報誌や行事等を通じ年金制度や日本年金機構が行う事業の周知、ポス
ター・チラシの掲示や設置、配付の依頼等。

地域連携事業

職員が、大学や専門学校、高校、特別支援学校等に出向き、学生・生徒向けの年金セミナーを実
施。
専門学校等での学生納付特例制度の申請窓口の開設や、パンフレットの掲示や設置、配付の依頼
等。

年金セミナー事業

年金事務所から遠方の地域住民や利便性などのニーズに応えるため、市区役所・町村役場や大規
模商業施設、イベント会場等で、出張年金相談や免除申請窓口を開設。地域相談事業

１．地域年金展開事業の概要（2/2）

《本来の取組内容》
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地域相談事業

①遠隔地における出張年金相談会の実施
→鴨川市、館山市、山武市、勝浦市の協力を得て、遠隔地において定期的に年金

事務所の職員が市町村役場等に出向き出張年金相談を行いました。

②学生納付特例制度出張年金相談会の実施
→11月の「ねんきん月間」で年金セミナーを開催した専門学校に対して、学生納付

特例制度申請出張年金相談会を開催しました。

【次年度に向けて】
前年度の実施項目を継続的に行うとと

もに、学生納付特例制度出張年金相
談会の開催数向上に取り組んでまいりま
す。

事業名 実施した事項 課題・次年度に向けた改善点

地域連携事業

①企業等に対する年金制度説明会
→厚生年金保険適用事業所等の協力を得て、Web会議サービス（Microsoft

Teams）を活用し、新規に適用された事業所の事務担当者向け説明会を37回
開催しました。

②自治会等に対する年金講座
→地域型年金委員と連携し、自治会等の地域住民に対する年金講座を2回開催

しました。

【次年度に向けて】
前年度実施の事業について、活動回

数を増やしてまいります。

２．令和5年度事業実施結果（１/６）
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遠隔地での年金サービスの展開

外房地域において市町村との連携強化に向け出張年金相談を行いました。
＜山武市＞令和５年度６回（偶数月）実施
＜勝浦市＞令和５年度６回（奇数月）実施
＜鴨川市＞令和５年度６回（奇数月）実施
＜館山市＞令和５年度６回（偶数月）実施

2．令和５年度各拠点での取組事例等

山武市
平成31年4月から

勝浦市
令和元年5月から

鴨川市
定期開催中

館山市
定期開催中

年金サテライト成田

年金サテライト茂原

佐原年金事務所

木更津年金事務所

千葉年金事務所

幕張年金事務所市川年金事務所

船橋金事務所

松戸年金事務所

・千葉年金事務所
・幕張年金事務所
・船橋年金事務所
・市川年金事務所
・松戸年金事務所
・木更津年金事務所
・佐原年金事務所
・年金サテライト茂原
・年金サテライト成田

千葉県内の年金事務所および分室
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２．令和5年度事業実施結果（２/６）

事業名 実施した事項 課題・次年度に向けた改善点

年金セミナー
事業

①教育機関における年金セミナー
→県内の高等学校、専門学校、大学および特別支援学校のうち、74校・

合計109回、約8,500名の受講者に対してセミナーを実施しました。

※（ ）内は実施回数（1校で複数回実施する場合があるため）

※大学は1校。1回開催

②年金セミナーの開催拡大に向けた取り組み
→地域年金推進員の支援強化
地域年金推進員連絡会を年3回（4月、8月、12月）開催し、アプローチ
方法や学校別の開催状況について、推進員同士の意見交換の場を設けました。

→高等学校の開催拡大
令和4年3月に全国の高等学校に配布された厚生労働省編集「高等学校新学
習指導要領対応 「人生100年時代の社会保障を考える」高校生向け社会保
障教育指導者用マニュアル」に則った年金教育を学校に代わって機構が行うことを
勧奨した結果、前年より大幅に開催校が増加した。

【次年度の方針】
厚生労働省編集の「高等学校新学習指導
要領」に対応した高等学校への年金セミナー
開催の強化を図ってまいります。勧奨について
は、学校側からの要望に応じて、開催拡大に
向けて取り組んでまいります。

【次年度の方針】
高等学校の卒業後進路に応じたセミナー資

料を3種類（進学希望者が多い学校用、進
学希望者と就職希望者がある程度混在して
いる学校用、就職希望者が圧倒的に多い学
校用）提示し、学校側の要望に応じた年金
セミナーを開催します。

教育機関 令和4年度
実施数

令和5年度
実施数 対前年比

高等学校 37校
（44回）

50校
（59回）

+13校
（+15回）

専門学校 18校
（44回）

16校
（42回）

-2校
（-2回）

特別支援学校
等

16校
（20回）

8校
（8回）

-8校
（-12回）

合 計 71校
（108回）

74校
（109回）

+3校
（+1回）
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２．令和5年度事業実施結果（３/６）

事業名 ③年金セミナー開催校学校別・事務所別内訳

年金セミナー
事業

事務所 特別支援学校等 専 門 学 校 高等学校

千葉
21校
47回

桜が丘特別支援学校、ゆたかカ
レッジ、長生特別支援学校

国際医療福祉専門学校、北原学院千葉歯
科衛生専門学校、ちば愛犬動物フラワー学園、
京葉介護福祉専門学校、千葉デザイナー学
院、千葉ビューティ＆ブライダル専門学校、国
際トラベルホテルブライダル専門学校、ジェイヘア
メイク美容専門学校

茂原高校、東金高校、大網高校、あずさ第一高校、大
原高校、九十九里高校、千葉工業高校、泉高校、千
葉聖心高校、土気高校

幕張
15校
19回

千葉大学教育学部附属特別支
援学校、冨里特別支援学校、千
葉県立特別支援学校、神田外
語大学

国際理工情報デザイン専門学校、イーストウエ
スト外国語専門学校、中央介護福祉専門学
校

佐倉西高校、津田沼高校、佐倉東高校、幕張総合高
校、佐倉南高校、冨里高校、四街道北高校、愛国学
園四街道高校

船橋
5校
5回

船橋古和釜高校、市立船橋高校、印旛明誠高校、東
京学館船橋高校、船橋北高校

市川
7校
8回

市川特別支援学校 行徳高校、浦安高校、市川昴高校、浦安南高校、市
川南高校、鎌ヶ谷西高校

松戸
7校
11回

北原学院歯科衛生専門学校 流山北高校、柏中央高校、松戸馬橋高校、流山おお
たかの森高校、松戸南高校、市立松戸高校

木更津
10校
10回

日本自動車大学校袖ヶ浦校 市原緑高校、木更津東高校、京葉高校、君津青葉高
校、市原高校、君津商業高校、君津高校、天羽高校
袖ヶ浦高校

佐原
9校
9回

日本自動車大学校、藤リハビリテーション学院、
二葉看護学院

成田北高校、成田西陵高校、下総高校、市立銚子高
校、旭農業高校、東総工業高校
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２．令和5年度事業実施結果（４/６）

事業名 実施した事項

年金委員活動
支援事業

①年金委員表彰伝達式
→日本年金機構では毎年１１月を「ねんきん月間」と位置付けており、令和５年度は１１月１７日（金）
に県内の全年金事務所における年金委員を対象とした表彰伝達式を実施しました。受賞者数は１１名
です。（日本年金機構理事長表彰 ５名、日本年金機構理事表彰６名）

〈令和5年度 年金委員表彰伝達式（千葉市文化センターアートホール）〉
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２．令和5年度事業実施結果（５/６）

事業名 実施した事項 課題等

年金委員活動
支援事業

②地域型年金委員との連絡会
→地域型年金委員が所属する管内の年金事務所において地域型年金委員
連絡会を開催しました。
県連絡会：令和５年５月、９月の年2回開催
地区連絡会：各拠点において年２回開催

③年金委員数（令和５年度末）

④地域型・職域型年金委員への情報提供
→地域型、職域型年金委員に対して、「チラシ・リーフレットの説明ポイント※」

チラシを添えたリーフレット、チラシ等を毎月郵送しました。
※「説明ポイント資料」：チラシ作成を管轄する本部各部署による「地域型・
職域型年金委員がチラシの説明を行う際」のポイントを作成した資料

また地域型年金委員に対しては、３カ月ごとに年4回広報誌「年金委員
通信」を発行しました。

【次年度の方針】
地域型年金委員県連絡会に出席する地区代

表委員の構成を見直し、出席委員の日頃の活
動状況を報告いただくとともに、情報共有を図って
まいります。また、連絡会を具体的実行策を構築
していく場として位置づけ、地区連絡会に情報を
提供し、委員活動の活性化に努めてまいります。

【次年度の方針】
令和５年度の年金委員数は、地域型・職域
型とも増加しました。次年度においては、
地域型では、自治会等の年金講座を開催する
自治会役員の方へ勧奨いたします。
職域型では、事業所調査時の勧奨、新規適
用事業所への勧奨、電子申請加入勧奨事業
所へのチラシ送付等の取り組みを実施いたしま
す。
また、従業員50名以上の事業所に対して、案
内文書郵送と電話勧奨を行ってまいります。

【次年度の方針】
令和5年度同様地域型、職域型年金委員に
対して、説明のポイントを付けたリーフレット、チ
ラシ等の毎月郵送、「年金委員通信」の発行
等情報提供してまいります。
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地域型年金委員

職域型年金委員

合計

令和3年度
（令和4年3月末時点）

185

2,662

2,847 2,870 3,084

令和4年度
（令和5年3月末時点）

令和5年度
（令和6年3月末時点）

268

2,602

291

2,793
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事業名 実施した事項 課題・次年度に向けた改善点

年金委員活動
支援事業

⑤地域型・職域型年金委員研修
→地域型年金委員対象の研修を14回、職域型年金委員対象の研修を8回開催

しました。

【次年度に向けて】
地域型地区連絡会の出席率を向上させる

ため、活動状況の情報共有だけでなく、ハイ
ブリッド型（対面型、非対面型の両方）の
研修会を開催し年金知識の向上を図ってま
いります。

２．令和5年度事業実施結果（６/６）
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３．ねんきん月間および年金の日の取り組み

12

千葉県におけるねんきん月間および年金の日の取組事例

令和6年7月25日
千葉年金事務所

千葉

幕張

船橋

・年金の日ポスター掲示（JR京葉線千葉みなと駅改札、JR外房線茂原駅改札）
・駅頭にてリーフレット配布（11/29（水）JR外房線茂原駅コンコース、11/30（木）JR京葉線千葉みなと駅コンコース　ともに9：00～10：00　地域型年金委員
1名ずつ参加）
・学生納付特例出張相談会（11/8（水）、11/9（木）ちば愛犬動物フラワー学園）
・年金セミナー（11/7（火）大網高校、11/8（水）長生特別支援学校、11/20（月）茂原高校、11/22（水）あずさ第一高校、11/28（火）千葉デザイ
ナー学院）

・職域型年金委員及び管内市区町村へ「年金月間」ポスター・リーフレットの送付。
・年金セミナー（11/2（木）佐倉南高校、11/8（水）佐倉東高校、11/9（木）富里高校、11/16（木）幕張総合高校、11/20（月）津田沼高校、11/30
（木）四街道北高校）
・近隣保育園の協力のもと「こども絵画展」を開催

・年金の日ポスター掲示（JR総武線東船橋駅（南口、北口））
・職域型年金委員及び市町村へ年金月間ポスター・リーフレット送付
・年金セミナー（11/8　船橋古和釜高校）
・11/30（木）8：30～9：00事務所周辺の地域清掃



３．ねんきん月間および年金の日の取り組み
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市川

松戸

木更津

佐原

・年金の日ポスター掲示（JR内房線木更津駅、五井駅）
・年金委員および各市町村へポスター・リーフレットを送付。
・年金セミナー（11/9（木）君津商業高校、11/16（木）君津高校、11/20（月）天羽高校、11/30（木）市原高校）

・駅頭にてリーフレット配布（11/30（木）JR成田駅周辺　16：00～17：00　地域型年金委員3名職員2名参加）
・年金委員および各市町へポスター・リーフレットを送付。
・年金セミナー（11/16(木)成田北高校）

・年金の日ポスター掲示（JR　市川駅、京成電鉄　市川真間駅）
・職域型年金委員及び管内市役所へ「年金月間」ポスター・リーフレット送付
・年金セミナー（11/13（月）行徳高校、11/20（月）浦安南高校、11/24（金）市川南高校）

・年金の日ポスター掲示（JR常磐線 松戸駅、柏駅）
・駅頭にてリーフレット配布（11/30（木）JR柏駅　10:00～11:00　9名参加）
・年金委員および市役所にポスター・リーフレット送付。
・年金セミナー（11/2（木）柏中央高校、11/14（火）柏中央高校2回目、11/16（木）流山北高校、11/27（月）松戸南高校）

千葉県におけるねんきん月間および年金の日の取組事例



４．これまでの会議で出た意見および課題への対応（1/8）

項
番 日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

1
令和4年7月28日

第10回運営調整会議
（書面開催）

年金委員活
動支援事業

コロナ禍だったが、WEB会議サービ
スを活用した新しい方法で年金制
度説明会を開催したり、特定郵便
局長への年金委員委嘱でここ数
年減少傾向にあった年金委員数
を増加させたことは十分評価に値
すると思う。

ご評価いただきましてありがとうございます。
年金委員の新たな委嘱については、事務所か
ら年金制度改正等に伴う、リーフレット、チラシ
等の定期的な情報提供や研修等を積極的に
行い、年金委員数の増加に努めてまいります。

14

２
令和4年7月28日

第10回運営調整会議
（書面開催）

年金セミナー
事業

年金セミナー事業で松戸年金事
務所が未実施の理由と4年度の計
画・見込み

松戸年金事務所において令和3年度は主催
事務所としての実施はありませんでしたが、他事
務所との共催によるセミナーは担当していました。
令和4年度は、管轄内の高校への勧奨活動
積極的に行った結果、主催事務所として３校
開催しました。令和5年度以降も勧奨を行い、
開催校の増加に努めていきます。

令和6年7月25日
千葉年金事務所



４．これまでの会議で出た意見および課題への対応（2/8）

項
番 日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

３
令和4年7月28日

第10回運営調整会議
（書面開催）

地域相談
事業

遠隔地での年金サービスの展開
について、当面はこの方針で実施
するとしても、将来的に鴨川、勝浦
地域は分室を設置すべきだと思い
ます。要望を今からして欲しい。

年金事務所分室の設置については、日本年
金機構本部により計画の策定がされているとこ
ろであり、本会議において分室の設置希望が
あった旨について、日本年金機構本部と情報
共有をしてまいります。
また、鴨川、勝浦をはじめとする出張年金相談
については、お客様チャネルの確保の観点から
も引き続き継続してまいりたいと考えております。

15

４
令和4年7月28日

第10回運営調整会議
（書面開催）

年金セミナー
事業

動画提供型の制度説明会の年金
セミナーはDVDを渡して終わりとな
ることのないよう、アンケート回収の
みならず、DVD視聴後の質疑に対
応する枠組みをつくりきめ細やかな
ものにしていただきたい。

動画提供型の年金セミナーは令和4年度は千
葉県内では開催しておらず、対面型もしくは会
議ツールを使用した非対面型で直接講師が受
講者に説明をする形式で実施しております。

令和6年7月25日
千葉年金事務所



項
番 日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

５
令和4年7月28日

第10回運営調整会議
（書面開催）

事業計画

高校と大学（20歳到達者を含む
教育機関）は内容を変えて取り
組まれたい。

令和4年度に千葉県内での大学への年金セミ
ナ－は開催されておりません。
20歳到達者を含む教育機関としては専門学
校への年金セミナーを開催しております。
セミナー内では、学生納付特例制度の遡り申
請について説明をしております。

16

6
令和4年7月28日

第10回運営調整会議
（書面開催）

その他

隔月で実施していただいている出
張年金相談は、遠隔自治体であ
る勝浦市としては、大変ありがたい
取り組みでございます。今後とも、
住民サービス向上のため、継続して
実施していただきたいと切に希望い
たします。

出張年金相談については、お客様チャネルの
確保の観点からも継続してまいりたいと考えて
おります。
自治体様には、会議室の確保や出張年金相
談日の広報など、引き続きご協力いただきます
ようお願いいたします。

４．これまでの会議で出た意見および課題への対応（3/8）
令和6年7月25日
千葉年金事務所



項
番 日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

7
令和4年7月28日

第10回運営調整会議
（書面開催）

５.その他

年金セミナー等で学校と接する際
は、是非学生納付特例事務法人
の指定について、ご理解・ご協力い
ただけるようお話しいただきたい。

年金セミナーを開催する専門学校等に対して、
年金セミナー開催に向けての打合せ時に、
学生納付特例事務法人の説明も行い、ご理
解・ご協力をいただくよう対応してまいります。

17

8
令和4年7月28日

第10回運営調整会議
（書面開催）

6.その他

地域年金展開事業運営調整会
議の目的は適用事業所の増加、
および国民年金保険料納付率の
UPでした。平成24年度で59.0％
（千葉県では56.8％）と60％を
切る最悪の状態でした。会議の中
で、学校教育や年金セミナーを最
重点として取り組みました。アニュア
ルレポートによれば、令和2年度の
納付率は71.5％、最終納付率は
77.2％と大幅に改善されてました
。千葉県はわかりませんが、この展
開事業の成果は調整会議でも大
いに知らせるべきです。

令和4年度分保険料の現年度納付率は、前
年度納付率＋2.2ポイントの76.1％、令和3
年度分保険料の過年度1年目は＋7.2ポイン
トの81.0％、令和2年度分保険料の最終納
付率は＋9.2ポイントの80.7％となり、現年度
納付率は11年連続向上、最終納付率は10
年連続向上となりましたことをご報告いたします。
また、公的年金制度に対する理解促進への取
り組みとして、若手職員を中心とした講師育成
のための研修やコンテストに参加するとともに、
受講者層に応じたセミナーとなるよう教材の見
直しを進め、年金セミナーのさらなる質の向上
を図ってまいります。

４．これまでの会議で出た意見および課題への対応（4/8）
令和6年7月25日
千葉年金事務所



項
番 日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

9
令和６年２月１日

第1１回運営調整会議
（書面開催）

年金セミナー
事業

教育機関における年金セミナーは、
コロナ禍中にもかかわらず、非対面
のツールを活用し、対前年比で33
校増（5回増）、対前々比で52
校増（70回増）であり、受講者
を着実に拡大していると評価できま
す。

年金セミナーにおいては、高等学校、専門
学校を中心に開催を行っております。高等
学校については、本部委嘱の地域年金推
進員が積極的に各学校にアプローチをかけて、
開催回数を増やしております。令和6年度も
引き続き、未開催の学校の開拓を行ってい
きます。あわせて、セミナー講師のスキルを上
げるべく、講師養成研修を開催していきます。

18

10
令和６年２月１日

第1１回運営調整会議
（書面開催）

年金セミナー
事業

工業高校のように卒業後すぐに就
職を希望する者が多いのか、或い
は進学校のように卒業後もまだ学
生でいる者が多いのか、学校の特
性に応じて、セミナー資料を3部用
意するというのは、受講者側にも非
常に役立つ、よい取り組みだと思い
ます。

高等学校については、卒業後進路に応じて、
進学版、進学＆就職版、就職版の3種類を
作成し、アプローチ時に学校側の要望を取り
入れて、使用する資料を決定しております。

４．これまでの会議で出た意見および課題への対応（5/8）
令和6年7月25日
千葉年金事務所



項
番 日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

11
令和６年２月１日

第1１回運営調整会議
（書面開催）

年金セミナー
事業

県内での大学へのセミナーを開
催しなかった理由を教えて下さい。
令和2年度は1校、3年度は2
校の実績がありました。（大学・
他の表示で）

千葉県では、年金セミナーを開催するにあたり、令和
4年3月に厚生労働省が全国の高等学校に配布さ
れた「高等学校新学習指導要領対応 「人生100
年時代の社会保障を考える」 高校生向け社会保
障教育指導者用マニュアル」を基に授業の補完として
年金セミナーを位置づけており、高等学校から高い評
価を得ており、高等学校へのセミナー開催を強化して
おります。講師の人数等を勘案した場合、大学での
開催は厳しい状況にありますが、今後は新入生のオリ
エンテーション時での開催を勧奨してまいります。なお、
令和5年度においては大学へのセミナーを1校開催し
ました。

19

12
令和６年２月１日

第1１回運営調整会議
（書面開催）

年金セミナー
事業

特別支援学校等については、保
護者や教職員に向けても対応さ
れているようなので、障害年金の
制度・仕組みや申請方法等につ
いても説明していただければと思
います。また、関東財務局から共
同開催ができないか打診を受け
ているところです。（例えば高等
学校において、金融の話と合わ
せて説明するとか。）財務局とし
ては要請があれば対応するとのこ
となので、次年度以降ご一考い
ただければ幸いです。

・特別支援学校では、保護者の方からニーズの高い
申請方法等について詳細に説明をしております。
またセミナー終了後に保護者との質疑応答の時間を
設けております。

・金融教育については、4月16日（火）に財務省関
東財務局同席のもと、千葉財務事務所にて打合せ
をおこないました。現在、県内の高等学校に対して、
年金セミナーのアプローチ訪問の際にあわせて開催の
提案をしております。
なお、金融教育に関しては、令和6年4月に金融経
済教育推進機構が設立され、8月より稼働するとの
ことですので、今後は学校側より要望があれば、そち
らを紹介をしていく予定です。

４．これまでの会議で出た意見および課題への対応（6/8）
令和6年7月25日
千葉年金事務所



項
番 日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

13
令和６年２月１日

第1１回運営調整会議
（書面開催）

年金委員活
動支援事業

民生委員は知っていても、年金
委員の認知度はまだ低いと思い
ます。他県で取り組んでいる例も
ありますが、地域で認知され活
用しやすくするため、また年金委
員のモチベーションを目指すため、
希望者に対し名刺を作成・配布
するなど取り組んでみるのも如何
でしょうか。

地域型年金委員の全員に対して、令和5年
度より5月に名刺を作成し、郵送にて配布を
行っております。

20

14
令和6年２月１日

第1１回運営調整会議
（書面開催）

年金委員活
動支援事業

職域型年金委員が減少してい
るが、どのような理由があるので
しょうか。

現任の事業所従業員の退職や人事異動等
の際に後任の年金委員を推薦していただけな
いケースがあることが理由です。委員数減少に
対しては、退任する職域型年金委員に、後
任者推薦について、引き続き協力を要請して
まいります。

４．これまでの会議で出た意見および課題への対応（7/8）
令和6年7月25日
千葉年金事務所



項
番 日付 事業名 意見・提案事項 対応状況

15
令和６年２月１日

第1１回運営調整会議
（書面開催）

その他

健康保険・厚生年金保険の新規
加入事業所事務説明において、
健康保険加入においては、市町村
国保に加入している場合、国保を
やめる届書が必要になることもあわ
せてご説明いただければと思います。
ご協力のお願いとなりますが、ご検
討よろしくお願いいたします。

各種説明会（新規適用事業所説明会、算
定基礎届説明会等）の場にて、周知するよう
県内年金事務所あて要望をお伝えいたします。

21

16
令和６年２月１日

第1１回運営調整会議
（書面開催）

その他

令和5年度の地域年金事業運営
調整会議は、関東信越厚生局管
内では、10都県のうち、書面開催
は2県だけでした。（千葉県・長野
県）令和6年度においては、千葉
県でも、集合開催があればいいと
思います。

コロナ禍の影響を勘案し、千葉県では令和5年
度までは書面開催にしておりました。令和6年
度より集合開催にて実施してまいります。

４．これまでの会議で出た意見および課題への対応（8/8）
令和6年7月25日
千葉年金事務所



５．令和6年度の事業計画（案）（１/４）

【取組方針】
◯日本年金機構の組織目標である「オンラインビジネスモデルの着実な実現および利用促進」を実現するために取り組んでいきます。
◯年金セミナー等についてもオンラインによる非対面での開催を基本として取り組んでいきます。
ただし、相手先機関の要望に応じて対面で実施します。

①ポスターの貼付、チラシ・リーフレットの配布・配架
②年金制度説明会
③年金セミナー
④出張年金相談会
⑤地域年金事業運営調整会議
⑥「ねんきん月間」「年金の日」における各種取組
⑦「わたしと年金」エッセイ など

地域年金展開事業
年金制度の周知、理解、支援ネットワークの構築

支
援
（
研
修
等
）
・
進
捗
管
理

当

相
談
・
管
理

指
導
・
助
言

報
告

協
力

・委嘱事務
・各種支援（研修や情報提供）
・活動要請

連
携
協
力

事
業
実
施

事業実施

年
金
制
度
の
普
及
・
啓
発

年
金
受
給
者
・
会
社
等
に
お
勤
め
の
方
・

フ
リ
ー
ラ
ン
ス
の
方
・
専
業
主
婦
（
夫
）
・

就
職
活
動
中
の
方
・
学
生

等

国 民

参加

対象

地域のネットワーク日本年金機構

協力者

本部
相談・サービス推進部

各地域代表
年金事務所

・関係機関との連絡調整
・年金事務所の状況把握

年金事務所
・事業実施主体
・代表年金事務所は管内
の年金委員活動支援を
取りまとめる

年金委員 地域年金推進員

厚生労働省
・年金局
・職業安定局
・保険局
・社会・援護局
・地方厚生（支）局

など

地域
・地域のコミュニティ（自治会・町内会）
・地元企業
・教育機関（大学・高校・専門学校等）
・商業施設・商店街
・地方自治体

など

関係機関/団体
・年金（受給者）協会（連合会）
・社会保険協会
・社会保険（年金）委員会連合会
・社会保険労務士会
・社会福祉協議会
・健康保険協会各支部/各種健康保険組合
・国民年金基金
・ハローワーク

など

《地域年金展開事業のイメージ図》

22

令和6年7月25日
千葉年金事務所



５．令和6年度の事業計画（案）（2/４）

事業名 取組内容 具体的な活動

地域連携事業

正しい年金制度の知識や手続きを周知する
ことは、無年金者や低年金者対策としても
有効なことから、市区町村、自治会、事業
所および関係機関や関係団体等と連携し、
幅広く制度周知する機会を活用し、年金制
度の普及に努めていきます。

チラシ・ポスター等の配布
⇒年金制度や年金制度改革等に関するチラシやリーフレット等の配

布、設置等について、年金委員と連携を図りながら進めていきます。

年金制度説明会（年金講座）の開催
⇒年金事務所の管内の事業所および管内の自治会等を対象とし

て制度および事務手続きに関する制度説明会の開催への協力を依
頼します。
⇒開催にあたっては、事業所に対してはＷｅｂ会議サービスを活用

した非対面型にて、自治会等に対しては対面型にて実施します。

23

地域相談事業

年金事務所から遠方の地域住民に対するニ
ーズに応えるため、市役所・町村役場での出張
年金相談窓口を開設します。
また、学生等への利便性に応えるため、学生

納付納付特例制度等の免除申請窓口を開設
します。

遠隔地における出張年金相談会の実施
→山武市、勝浦市、鴨川市、館山市の協力を得て、遠隔地におい
て定期的に年金事務所の職員が市町村役場等に出向き出張年
金相談を行います。

出張年金相談会等の開催
⇒専門学校等での学生納付特例制度申請臨時窓口設置の要請

があった場合は、積極的に職員を派遣します。

令和6年7月25日
千葉年金事務所



５．令和6年度の事業計画（案）（3/４）

事業名 取組内容 具体的な活動

年金セミナー
事業

国民年金保険料の納付率向上や将来の
年金権の確保のため、地域年金展開事業の
中核として、年金に加入して間もない、もしく
はこれから年金に加入する若い世代に対し
教育機関と連携し年金セミナーを実施します。

高等学校、専門学校等における年金セミナーの実施

⇒高等学校においては、卒業後進路に応じて、学校側が要望する年金セ
ミナーを提案します。（進学対象セミナー、進学・就職混合セミナー、就
職対象セミナー）セミナー資料も3種類作成し、提案していきます。

⇒専門学校においては、次年度の就職活動を見据えて、年金に加えて、
社会保険制度の説明を求人票の見本を配布して、説明を行います。

⇒高校のセミナー資料は「高等学校新学習指導要領対応」に基づき、厚
生労働省が令和4年3月末に全国の学校に配布した「高校生向け社会
保障教育指導者用マニュアル」に沿った資料を作成し、使用します。

⇒教職員ＯＢである地域年金推進員5名を管轄事務所別に配置し、
事務所との連携を強化し、新規開催校の増加を目指します。

⇒WEB会議サービスを活用した非対面型の年金セミナーを提案します。

地域年金推進員が効果的に活動できるよう、
年金事務所との連携強化を行っていきます。

地域年金推進員への活動支援
⇒県代表年金事務所にて、活動状況の把握のため、随時、推進員と連

絡を行い、活動のフォローアップをします。

⇒地域年金推進員同士の活動の把握と意見交換を定期的に行うため、
年３回地域年金推進員連絡会を開催します。（4月、8月、12月）
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事業名 取組内容 具体的な活動

年金委員活動
支援事業

年金委員に対する定期的・継続的な
情報提供を行い、年金制度に関する
知識の向上および活動の活性化を図
ります。

①年金委員への情報提供
⇒新たに年金委員となった方が円滑に活動することが可能となるよう、委嘱時に「職

域型（地域型）年金委員活動の手引き」を配布します。

⇒年金委員が円滑に活動することができるよう、年金に関する情報や
協力をお願いしたい内容等を毎月郵送します。

②地域型年金委員連絡会および研修会の実施
⇒地域型年金委員と連携を強化するため、県代表事務所で県連絡会を、各年金

事務所で地区連絡会および研修会を行います。地区連絡会については、ハイブリッド
型（対面+Web会議サービス）での開催等、参加しやすい環境を提供してまいります。

③「年金の日」の駅頭リーフレット配布
⇒11月のねんきん月間に駅頭にて、地域型年金委員の協力のもと、ねんきん

ネットのリーフレットの配布を行います。

④表彰状伝達式の開催
⇒顕著な功績が認められる年金委員を推薦し、表彰状伝達式を開催します。

令和６年度開催 11月21日（木）オークラ千葉ホテル

年金委員制度を広く周知し、委嘱拡
大に関する取り組みを実施します。

①地域型年金委員新規委嘱への勧奨
⇒自治会主催の年金講座に参加する民生委員に対して、年金講座終了

後に地域型年金委員の役割等について説明を行い、委嘱を依頼します。

②職域型年金委員未設置事業所への勧奨
⇒職域型年金委員の委嘱拡大を図るため、現在、年金委員が設置されていない

事業所へ文書等により委嘱勧奨を行います。また、現任の事業所従業員の退職や人
事異動によって、減少することのないよう、退任される職域型年金委員に対して、後任
者推薦について協力を要請します。

５．令和6年度の事業計画（案）（4/４）
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